
災害時等におけるガソリン等燃料の供給に関する協定 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な災害の発生等により、群馬県内にガソリン等燃

料（以下「燃料」という。）が不足した場合（以下「災害時等」という。）に

おいて、県民の安全を確保するために必要な燃料の供給について、群馬県（以

下「甲」という。）と群馬県石油協同組合（以下「乙」という。）との間で必

要な事項を定める。 

 

（供給への協力要請） 

第２条 甲は、災害時等において、次の各号に掲げる県民の安全を確保するた

めに特に重要な施設等のうち甲が指定するものに対する燃料の供給及び供給

のあっせんについて、乙に協力を要請することができる。 

 一 県内に設置された避難所 

 二 災害応急対策、ライフラインの維持に重要な施設・車両等 

三 災害対策基本法第７６条の規定に基づく緊急通行車両 

四 医療・福祉関係施設・事業のうち特に緊急度の高いもの 

五 災害等対策業務を行う行政機関 

六 その他、県民の安全を確保するために特に重要な施設等で甲が指定する 

もの 

２ 甲は、市町村（一部事務組合を含む。）から前項各号に掲げる市町村の施

設等について要請があった場合には、本協定に基づき、乙に協力を要請する

ことができる。 

３ 前二項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要

請するいとまがないときは、口頭で要請し、後日、速やかに文書を提出する

ものとする。 

 

（燃料の備蓄） 

第３条 甲及び乙は協力して、資源エネルギー庁が実施する災害時給油所地下

タンク製品備蓄促進事業（以下「製品備蓄事業」という。）を推進し、乙は燃

料を備蓄するものとする。 

２ 製品備蓄事業における２年度目以降の必要な経費については、事業初年度

における資源エネルギー庁の負担を踏まえ、甲乙協議のうえ決定し、甲が負

担するものとする。ただし、６年度目以降の必要な経費については、乙が負

担するものとする。 

３ 甲は、乙に対し、必要に応じて備蓄した燃料の在庫量について報告を求め

ることができる。 

 



（供給の実施） 

第４条 乙は、甲から要請を受けたときは、燃料の供給及び供給のあっせんに

可能な限り協力するものとする。なお、燃料不足の状況により、要請どおり

の燃料供給が実施できないときは、甲は必要な調整を行うものとする。 

２ 乙は、製品備蓄事業により備蓄した燃料については、甲からの要請に基づ

き、甲が指定する施設等に限り供給するものとする。 

３ 甲は、乙が要請内容を円滑に実施できるよう、必要な措置を講じる。 

 

（費用の負担） 

第５条 本協定に基づき供給された燃料の対価及び運搬等の費用については、

当該燃料の供給を受けた者が負担する。 

 

（情報交換） 

第６条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び燃料の供給等についての情

報交換を定期的に行い、災害時等に備えるものとする。 

 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項に

ついては、その都度甲乙協議して定めるものとする。 

２ この協定の締結により、旧協定（平成２３年１１月１４日付けで締結した

協定をいう。）は、廃止する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、

各自１通を保有する。 

 

 

平成２６年７月３０日 

 

甲 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

群馬県知事  大 澤  正 明  

 

 

乙 群馬県前橋市鳥羽町３５番５号 

群馬県石油協同組合 

理 事 長  小 野 里  克 巳  


